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平成17年7月6日  

生活保護費及び児童扶養手当に関する関係者協議会  
共同作業実施要領（案）  

1 目的   

本共同作業は、生活保護費及び児童扶養手当に関す   
る関係者協議会における検討に資するため、2の作業   
参加者により、3の作業内容について行うものとする。  

全 作業参加者   

別紙  

3 作業内容  
（1）原因の分析   

① 保護率及び保護費の上昇についての原因分析   
② 地域間較差についての原因分析   

護率の相関分析   ③ 実施体制・認定と保   
④ 児童扶養手当の増加についての原因分析  

（2）取組状況の分析   

① 生活保護適正化に向けた取組事例の分析   
② 母子家庭の就労・自立支援への取組状況の分析   
③ 現地視察  

（3）諸外国との比較  

4 協議会への報告   
共同作業の進捗状況及び結果については、協議会に   

おいて、木村委員及び京極所長から報告を行う。   





生活保護及び児童扶養手当に関する問題提起  

厚生労働省   

Ⅰ 生活保護に関する問題提起   

1 生活保護業務における国と地方の役割分担  

（1）憲法第25条と生活保護制度における国の役割について  

憲法第25条に基づく様々な社会福祉・社会保障施策においては、国と地方   

とが役割を分担して実施しているところ。  

生活保護制度も憲法第25条の理念に基づくものであるが、その実施は、生   

活保護法制定当初から、国と地方が役割を分担し、協力して行ってきたもの。  

地方分権の推進など、時代の変化等を踏まえて国と地方の具体的な役割分担   

を見直すことは、憲法25条の趣旨に反しない。  

（2）生活保護における地方自治体の役割  

生活保護制度の実施に当たっては、以下の理由から、地方自治体に保護の認   

定や保護費の支給、自立支援など具体的な実施を行っていただくことがふさわ   

しい。  

（D 常に変化し得る被保護世帯の実態を的確に把握し、保護を適正に実施する  

ためには、地域住民に直接接している地方自治体による被保護世帯への継続  

的な接触や関与が不可欠。   

② 生活保護の適用や自立・就労支援の推進に当たっては、地方自治体の責任  

において実施されている他法他施策の優先・活用が不可欠。  

（1）憲法第25条と生活保護制度における国の役割について  

憲法第25条は、第1項において「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活   

を営む権利を有する。」、第2項において「国は、すべての生活部面について、社会福   

祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定してい   

る。  

憲法第25条の規定の趣旨に基づく、生活保護制度を含む様々な社会福祉・社会保   

障制度においては、国が直接実施する年金制度や、自治事務として運営される国民健   

康保険制度・介護保険制度など、国と地方が制度の目的や実施上の効率性等を踏まえ   

て役割を分担しているところ。  

生活保護制度については、昭和25年の法制定当初から、国が生活保護基準や処理   

基準等制度の枠組みを定める一方で、保護の認定や保護費の支給など具体的な保護の   

実施については地域住民に直接接する地方自治体にお願いし、国と地方が協力して実   

施してきたもの。地方分権の推進など、時代の変化等を踏まえて、生活保護制度にお  
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ける国と地方の具体的な役割分担を見直すことも、憲法第25条の趣旨に反するもの  

ではない。  

（2）生活保護における地方自治体の役割   

（D 生活保護の適正実施  

生活保護は、稼働能力や資産の活用を保護の実施の要件とし、また、親族による  

扶養及び他法他施策が優先する制度であり、保護の認定や保護費の支給等、具体的  

な保護の適正な実施のためには、被保護者の資産や収入、健康状態、稼働状況、家  

族構成等を的確に把握する必要がある。  

しかし、これらは時間の経過や、自立に向けた取組の状況等により、常に変化し  

得るものであることから、生活保護の適正実施のためには、保護申請時の調査のみ  

ならず、被保護世帯の実態を常に的確に把握するための被保護世帯との継続的な接  

触や関与が不可欠。申請時に要件を確認すれば給付額が一律に決定され、その後の  

要件の確認や支給嶺の変更がほとんどない年金給付等とは異なる。   

② 他法他施策の活用と自立・就労支援の推進  

生活保護においては、以下のような他法他施策を優先して活用することが生活保  

護適用に当たっての要件となっており、また、自立■就労支援においても、他法他  

施策の活用が重要である。  

ア 所得保障施策：年金、雇用保険等  

イ 雇用施策：職業相談、職業紹介等  

り 福祉施策：精神障害者社会復帰、生活福祉資金貸付、権利擁護事業等  

工 保健施策：疾病・介護予防等  

オ 医療（費）施策：医療提供体制の整備、国民健康保険等  

力 住宅施策：公営住宅の提供等  

これらの施策のうち、所得保障及び雇用施策については国が行っているものもあ  

るが、その他の施策のほとんどは自治事務であり、地域住民の自立した生活を支え  

る地域福祉の充実の観点から、地方自治体の責任において実施されているもの。  

なお、他法他施策の優先が生活保護の原則であるが、国民健康保険制度において  

は被保護者が適用除外とされていることから、生活保護において10割負担を行っ  

ている現状。   

2 地方分権の流れと生活保護業務  

（1）平成12年の地方分権改革  

平成12年の地方分権改革により、地方自治体の自主性及び自立性を拡充す   

る観点から機関委任事務が廃止され、法定受託事務が創設された。  

また、地方自治体の事務処理に関する国の関与が一定範囲に制限された。   

（2）地方分権改革における生活保護業務の見直し  

生活保護業務についても、地方分権一括法において、「国民の利便性又は事務  
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処理の効率性の観点から地方自治体が処理する」事務として法定受託事務化さ  

れ、国の包括的な指揮監督権が廃止されるなど地方自治体の裁量が拡大。  

（1）平成12年の地方分権改革   

○ 機関委任事務制度は、地方自治体を国の機関として取り扱い、国に包括的な指揮  

監督権を認めて地方自治体に国の事務を執行させる仕組みであったが、国と地方自  

治体との関係を対等t協力なものとするため、機関委任事務制度を廃止し、「国民  

の利便性又は事務処理の効率性の観点から地方自治体が処理するもの」として法定  

受託事務を創設。   

○ 地方自治体の事務の処理に関する国の関与についても、次のように一定範囲に制  

限。  

法律又は政令によらなければ、国は地方自治体の事務の処理に関して関与する  

ことはできない（地方自治法第245条の2）。  

・ 関与は、その目的を達成するために必要最小限度のものとするとともに地方自  

治体の自主性及び自立性に配慮しなければならない（同法第245条の3第1  

項）。  

法定受託事務についても、国は個々具体の事例を対象として関与することはで  

きず、あくまで一般的な基準である処理基準を定めることができるに止まる（同  

法第245条の9第1項）  

（2）地方分権改革における生活保護業務の見直し  

（D 生活保護の実施に係る事務については、「国民の利便性又は事務処理の効率性の  

観点から地方自治体が処理するもの」と整理することがふさわしいことから、機関  

委任事務から法定受託事務に移行   

② 法定受託事務への移行に伴い、厚生労働大臣の包括的な指揮監督権を廃止   

③ 新たに自治事務として要保護者の自立助長のための相談及び助言の事務を創設   

④ 社会福祉法の改正により、現業員の配置を法定数から標準数に変更  

3 問題提起  

（1）生活保護事務実施に当たっての地方自治体間の較差  

地方自治体が行う生活保護事務については、地方分権改革の趣旨を踏まえた   

地方自治法の規定に基づき、国が一般的・包括的な処理基準を定めている。  

この処理基準の下でも、被保護世帯の状況や地域の実状を踏まえ、地方自治   

体の判断に委ねられる部分が多く、その実施状況には相当の幅が生じている現   

状。こうした地方自治体の事務実施の裁量性についてどう考えるか。  

（2）今後の生活保護業務における国と地方の役割分担  

三位一体改革の中で、生活保護業務においても引き続き地方自治体の裁量を  
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拡大する方向が考えられる。例えば、以下の事項について地方自治体の裁量を   

さらに拡充することについてどう考えるか。  

① 地域別の生活保護基準の設定  

② 地域の社会資源や他法他施策の活用による自立支援プログラムの充実   

（3）地方自治体の裁量の拡大に伴う生活保護費国庫負担金の在り方の見直し  

三位一体改革の中で、生活保護制度においても、地方自治体の裁量の拡大に   

伴い、生活保護費国庫負担金の在り方を見直すことについてどう考えるか。  

（1）生活保護事務実施に当たっての地方自治体間の較差  

保護の認定や保護真の支給など、地方自治体が行う具体的な生活保護事務について   

は、地方分権改革の趣旨を踏まえて地方自治体の事務の処理に関する国の関与を制限   

する地方自治法の規定に基づき、国が一般的・包括的な処理基準を定めている。  

この処理基準の下においても、被保護世帯の状況や地域の実状を踏まえ、各地方自   

治体の判断に委ねられる部分も少なくないことから、地方自治体の生活保護事務の実   

施状況には相当の幅が生じている状況にあるが、こうした地方自治体の事務実施の裁   

量性についてどう考えるか。   

（2）今後の生活保護業務における国と地方の役割分担  

三位一体改革においては、地方分権の流れの中で「地方の裁量度を高め自主性を大   

幅に拡大する改革を実施する」こととされており、生活保護業務においても、地方自   

治体において地域の実状に応じた業務運営を行うことができるよう、引き続き地方自   

治体の裁量を拡大する方向が考えられる。  
例えば、次のような事項につき、地方自治体の裁量をさらに拡充することについて、   

どのように考えるか。  

① 地域別の生活保護基準の在り方  

地域別の生活保護基準の設定について、地方自治体の裁量を高めていくことは  

可能か。  

※ 現在、生活扶助基準は全国を6つの級地に分け、級地ごとに厚生労働大臣  

が設定。  

住宅扶助は、都道府県、指定都市、中核市ごとに厚生労働大臣が特別基準  

を設定し、その範囲内の実費を支給。  

② 自立・就労支援の在り方  

地域の社会資源や他法他施策の活用による自立支援プログラムの充実について、  

地方自治体の裁量をどのように拡充していくか。   

（3）地方自治体の裁量の拡大に伴う生活保護費国庫負担金の在り方の見直し  

三位一体改革においては、地方自治体の裁量の拡大と税源移譲による国庫負担の見   
直しを合わせて行うこととされているが、生活保護制度においても、上記のような地  
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方自治体の裁量の拡大に伴い、生活保護費国庫負担金の在り方を見直すことについて  

どう考えるか。  

Ⅱ 児童扶養手当に関する問題提起   

1 母子家庭対策については、国と地方自治体とが協力しながら実施していくことが不可   

欠。  

○ 母子家庭対策については、平成14年の法改正により、「就業一自立に向け   

た総合的な支援」へと転換を図ったところ。  

○ 母子家庭の自立支援策は、個々の母子家庭の状況に応じ、地域資源の有機的   

な連携のもとに行われる必要があり、国と地方自治体が協力して事業を実施し   

ていくことがますます重要となっている。   

母子家庭対策については、平成14年の母子及び寡婦福祉法の改正を機に、「児童扶  

養手当中心の支援」から、「就業・自立に向けた総合的な支援」へと転換を図ったとこ  

ろである。   

母子家庭の自立支援策は、①子育て・生活支援、（a就業支援、③養育費の確保、④経済  

的支援等が重要であるが、これらの施策は個々の母子家庭の状況に応じ、地域資源の有機  

的な連携のもとに行われる必要があり、その意味で地方自治体でなければ有効に展開で  

きないもの。このため、母子家庭の就業・自立に力点を置いた母子家庭対策の展開にあ  

たっては国と地方自治体が協力して事業を実施していくことが、離婚等により母子家庭  

が増加する中で、ますます重要となっている。  

2 就業・自立支援施策の取組状況の地域格差  

○ 母子家庭等就業・自立支援センター事業などの就業支援事業における地方自   

治体の取組みについては精粗が見られる。  

○ 母子家庭等就業・自立支援センター事業、各種給付金事業ともに平成15年   

度から16年度にかけて地方自治体の実施率は向上しているものの、未だその   

実施率は低く、とりわけ一般市等での取り組みが低調である。また、こうした   

取組を通じた具体的な就業状況についても、相当な実績をあげている地域があ   

る一方、全く効果が上がっていない地域も多い。   

平成15年度より母子家庭等就業・自立支援センター事業を始め、様々な就業支援事  

業が制度としては開始されているが、地方自治体の取組みについては精粗が見られる。   

母子家庭等就業・自立支援センター事業、各種給付金事業ともに平成15年度から1  
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6年度にかけて地方自治体の実施率は向上しているものの、未だその実施率は低く、と  

りわけ一般市等での取り組みが低調である。例えば、母子家庭の母が教育訓練講座を受  

講し、修了した場合、当該母子家庭の母に対し経真の4割（20万円を上限）を支給す  

る自立支援教育訓練給付金については、一般市等では、6割以上のところで予算化され  

ておらず、活用できない状況。また、こうした取組を通じた具体的な就業状況について  

も、相当な実績をあげている地域がある一方、全く効果が上がっていない地域も多い。  

（注）母子家庭の母に対する就業支援に関する取組状況〈平成17年2月末現在〉  

○母子家庭等就業・自立支援センター事業の実施率  

都道府県100．0％ 指定都市 92．3％ 中核市 60．0％  

○母子家庭等就業・自立支援センター事業の就業相談による就業実績状況  

就業実績 201人～  1カ所（1．3％）  

101人～200人  4カ所（5．0％）  

1人～100人 54カ所（67．5％）  

0人  21カ所（26．3％）  

○自立支援教育訓練給付金事業の実施率  

都道府県 95．7％ 指定都市 53．8％ 中核市 68．6％ 一般市等 36．0％  

○高等技能訓練促進費事業の実施率  

都道府県 78．7％ 指定都市 35．8％ 中核市 68．6％ 一般市等 26．6％  

○常用雇用転換奨励金事業の実施率  

都道府県 61．7％ 指定都市 23．1％ 中核市 31．4％ 一般市等17．9％  

3 問題提起  

○ このように母子家庭の自立支援策への取組が各地方自治体で幅があること、   

母子自立支援員の配置等実施体制に地域格差があることについてどのように考   

えるか。  

○ 母子家庭対策にかかる上記のような課題を踏まえ、三位一体改革の中で児童   

扶養手当の国庫負担金の在り方についても見直すことについてどう考えるか。  

（注）母子自立支援員の配置状況  

〈平成16年12月末現在〉  

1福祉事務所当たりに換算した  

配置人員の分布〈平成15年度〉   

3人以上  12．6％   

2人以上3人未満 16．8％  

1人以上2人未満  51．6％  

1人未満 18．9％  

都道府県 100．0％  

指定都市 100．0％  

中 核 市 100．0％  

一般市等   46．2％  

（未設置率 46．9％）  

ー 6 －   
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資料 3  

厚生労働省提出「生活保護及び児童扶養手当  
に関する問題提起」について  

Ⅰ生活保護  

1「生活保護業務における国と地方の役割分担」について  

○生活保護制度は、憲法第25条の理念に基づき、国の責任で、   

生活に困窮するすべての国民に対し、健康で文化的な最低限度   
の生活を営むことを権利として保障するもの。  

○生活保護制度においては、憲法の規定を受け、生活保護法第2   

条の規定により、最低限度の生活を保障される機会及びその最   
低限度の生活の内容について、地域や個人によって実質的な差   

があってはならないもの（無差別平等）。  

○生活保護業務に関わる国と地方の役割分担のうち、生活保護の   
在り方に直接関連するのは、国が実施する所得保障施策と雇用   
施策。特に雇用施策の関連は大きく、失業者の状況等により、   
生活保護の適用状況は大きく左右される。生活保護に対する国   
の責任は、地方の責任に比べて極めて重い。  

○生活保護業務における地方自治体の基本的役割は、被保護者の   
客観的状況の把握であり、国が定めた認零基準へのあてはめ、   

事実認定の問題。  

2「地方分権の流れと生活保護業務」について  

○法定受託事務は、「国が果たすべき役割に係るものであって、   

国においてその適正な処理を特に確保する必要があるもの」（地   

方自治法第2条第9項）。そのため、国においてその適正な処   

理を特に確保することができるよう、自治事務とは異なる関与   
の在り方を定め、地方自治体の事務の処理が法令に違反してい   

るとき等の場合には、「是正の指示」、「代執行」により、個別   

具体的に関与できるもの。地方自治体はこれに従う義務。   



3「問題提起」について  

○処理基準は、法定受託事務を処理するに当たって地方自治体が   

「よるべき基準」として、国が地域毎の収入額を定めるほか例   
のように細部にわたって定めており、これと異なる事務処理が   

行われた場合には、国は地方自治法に基づく「是正の指示」を   

することができるものである。  
（例）t職場の親睦会費は収入から控除できない  

・大エさんの大工道具の購入費は、生業費として計上できる  

○保護基準における級地は、生活保護制度が憲法25条に基づき、   

「生存にかかわるナショナルミニマムを確保するため、全国一   
律に公平t平等に行う給付金の支給等に関する事務」であるこ   

とから、厚生労働大臣が個々の市町村ごとに決定しているもの   
であり、生活保護において、これらを地方自治体の裁量に委ね   

ることは、制度として憲法上疑義がある。  

Ⅱ 児童扶養手当に関する問題提起  

○児童扶養手当の認定の基準は収入のみであり、給付は現金給付   

のみ。何の裁量性も持ちようがない。他の施策との関連をいう   
のなら制度そのものの議論が必要。   


